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第１回質疑回答書

履行期限について、技術提案により期間短縮を提案
できるとされていますが、評価上は必須要件ではな
く加点要素との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

「⑥設計業務の再委託については、主たる業務分野
である建築分野の業務を再委託しないこと。」とあ
りますが、執務環境設計技術者は主たる分野に該当
し、再委託は不可となりますでしょうか。

執務環境設計は主たる業務分野に該当しないため再委託
は可能です。

共同企業体を構成する場合、構成員の数に上限はあ
りますか。また、代表構成員以外の構成員にも一級
建築士事務所の登録が必要ですか。構造設計や設備
設計を担当する構成員の資格要件をご教示くださ
い。

構成員の数に上限はありません。
構成員も参加者となるため、一級建築士事務所の登録は
必要です。
「２ 参加者の資格要件」をご確認ください。

設計企業、及び技術者に求められる同種又は類似施
設の設計実績については、建物が竣工していなくて
も設計業務が完了していれば良いと考えてよろしい
でしょうか。

設計業務が完了していることが確認できれば実績として
認めます。

「ス.設計企業の代表構成員が、、」と記載があり
ますが、[同種・類似業務]の定義をご教示くださ
い。

2（１）⑧を参照してください。

「ス.設計企業の代表構成員が、、」と記載があり
ますが、平成23年度以降に設計業務の履行が完了し
た案件と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

代表構成員に求められる「平成23年度以降の延べ面
積3,000㎡以上の同種又は類似施設の設計実績」に
ついて、複合施設において庁舎部分が3,000㎡未満
であるが施設全体が3,000㎡以上の場合、実績とし
て認められますか。

対象用途部分の延床面積に対する規定とお考え下さい。
複合施設の場合は、同種施設又は類似施設に該当する用
途の部分を明確にしてください。

参加資格要件としての設計業務管理技術者・建築設
計主任技術者の実績については「同種又は類似施設
の建築分野の設計に携わった実績があること。」と
あり、また、実績評価については評価基準書の【別
表１：実績審査配点表】における評価の視点では延
床面積と同種・類似施設による区分のみとなってい
るため、各々の技術者が携わった立場は問わないと
考えてよろしいでしょうか。

実績における立場は問いません。

設計業務管理技術者および建築設計主任技術者の実
績について、「携わった」とは、主任技術者または
担当者として従事した実績を含むとの理解でよろし
いでしょうか。

質疑8と同じ。

配置予定の管理技術者および主任技術者に求められ
る「2,000㎡以上の同種・類似施設の設計実績」に
ついて、基本設計のみの実績は認められますか。ま
た、実施設計のみの実績は認められますか。

基本設計のみの場合は実績として認めません。実施設計
を行ったものを実績としてください。

一括再委託でなければ、建築分野の一部の再委託は
可能でしょうか。

可能です。

⑤提出方法に『参加者による持参(郵送・FAX・電子
メールは不可)とするとあります。持参又は郵送の
誤記ではなく、必ず現地は持参ということで間違い
ないでしょうか。

提出は持参のみとします。

閲覧資料の閲覧時の留意事項について、「閲覧でき
る回数は1者につき１回のみとする」とあります
が、閲覧する人数に限りはありますでしょうか。

閲覧する人数に制限はありませんが、閲覧スペースには
限りがありますので、事前に人数をお知らせください。

プレゼンテーション、ヒアリングには記載した配置
予定技術者のみしか参加できないのでしょうか。

配置予定技術者以外でも４人までなら参加可能です。

単体企業での参加の場合、様式３「構成員一覧表」
の添付は不要でしょうか。また様式２の「１．申請
書及び添付書類」欄の「・構成員一覧表（様式
３）」の１行は見え消しとすればよろしいでしょう
か。

単体企業であっても実績審査のため様式３「構成員一覧
表」は添付してください。その場合、A社枠に記載して
下さい。
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16 様式２

17 様式３

18 様式3

19 様式５

20 様式５

21
様式５
様式６

22 様式11

申請書及び添付書類の一覧の中に、「岸和田市指名
競争入札参加資格者名簿の写し」とありますが、実
施要領p.8②提出書類オ では「岸和田市入札参加資
格審査申請書受理書の写し」となっています。どち
らが正しいでしょうか。

「岸和田市入札参加資格審査申請書受理書の写し」を提
出してください。

単体企業で参加する場合は、冒頭の「共同企業体
名：」を削除し、「共同企業体代表構成員【A
社】」欄を「単体企業」に書き換えて使用すること
でよいでしょうか。

質疑15と同じ

単体企業で参加し、電気設備分野及び機械設備分野
の設計業務を再委託する場合、「共同企業体構成員
【B社】」「同【C社】」欄には、例えば協力企業
【B社】、【C社】等と書き換えて再委託先の企業に
ついて記載するのでしょうか。それとも空欄のまま
とすべきでしょうか。
また前者の場合、再委託先の技術者数は評価点の対
象とならないことから有資格者数を証明する書類は
不要と考えてよいでしょうか。

再委託の場合は、構成員一覧表への記載は不要です。

単体企業で参加する場合に、タイトルの「設計企業
代表構成員」は修正せずに、そのまま単体企業につ
いて記入することでよいでしょうか。

お見込みのとおり。

「キ． 代表構成員の同種施設の設計実績（2 実績
まで）（様式 5）」の様式５「工事期間」につい
て、着工前の建物は予定を記入でよろしいでしょう
か。

予定工期で記入してください。

様式5と様式6に同一の実績を記載する場合、内容の
確認資料は共通して1部を添付すれば足りると考え
てよいでしょうか。

共通する場合は１部で結構です。

見積書の内訳書について、基本設計費・実施設計費
は別計上としますが、積算業務等の標準外業務を別
計上とすることは参加者の任意と考えてよろしいで
しょうか。

任意の様式で構いません。



（2）要求水準書
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第１回質疑回答書

岸和田市開発行為等の手続等に関する条例に基づく
開発許可申請について、事前相談から完了公告まで
の標準的な期間はどれくらい見込んでおけばよろし
いでしょうか。

一般的には、事前相談（１か月）、別途協議１（３か
月）、都市計画法32条協議（１か月）、開発許可（１か
月）程度の期間を有します。ただし、内容によって短縮
延長することがあります。

既存建物にＰＣＢ含有物は無いと考えてよろしいで
しょうか。

無いものと考えてください。

既存建築物の地下躯体および杭にかかる解体撤去の
設計業務も本業務に含まれるでしょうか。

含むものとします。

積算業務が本業務に含まれていますが、ＲＩＢＣ対
応は必要でしょうか。

不要です。

工事監理業務については、本業務受注者と随意契約
の予定でしょうか。

未定です。

福祉総合センター敷地が計画地となっていますが、
新庁舎敷地と用途上可分と判断された場合、新たな
敷地境界線や接道義務が生じます。この件について
管轄諸官庁との協議はされているでしょうか。

現在、福祉総合センターと一部接続（屋根付き歩廊な
ど）することを想定していますので、敷地の分割は考え
ていません。なお、接続方法については設計時に特定行
政庁との協議により決定していくものとします。

上記の敷地分割が必要な場合、P.8の表に記載の敷
地面積17,387.92㎡は敷地全体の面積と思われます
が、分割後の敷地面積は決定しているでしょうか。

質疑６と同じ。

駐車場及び駐輪場の備考欄に「※総合通園センター
玄関付近・・・」とありますが総合福祉センターの
ことでしょうか。また、「※区域外整備を含む」と
はどのようなことを指しているでしょうか。

福祉総合センター内に総合通園センター用の出入口があ
るため、その付近を指します。位置の詳細については参
加表明書提出時に配布する資料をご確認ください。
本事業により敷地進入路付近の道路整備が発生した場合
等を想定しています。

解体工事の積算については、新築と同様の精度の積
算（各部材の数量×単価）を求めるものではないと
考えてよろしいでしょうか。

新築と同様までの精度は求めませんが、解体工事発注に
足る精度を求めます。

各解体建物の備考欄に「※アスベスト含有調査は受
注者にて行うこと」とありますが、令和４年４月１
日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の
元請業者（又は自主施工者）が、石綿の事前調査結
果を所管する各自治体へ報告する必要があるため
（貴市ホームページ
https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/29-
asbestos.html より）、本業務において実施する調
査は既存図面等から判別可能な限りの作業とし、工
事施工者が改めて調査分析・報告を実施するものと
考えてよろしいでしょうか。

解体工事発注に必要な調査については本業務に含むもの
とします。

8)倉庫、9)福祉総合センター作業室、10)災害対策
物資備蓄倉庫の工事概要欄に「・解体工事」と書か
れていますが、本業務においては解体設計のみを実
施するものとし、解体工事は別途と考えてよろしい
でしょうか。また、当該解体工事は実施設計完了後
に行うものと考えてよろしいでしょうか。

解体工事は別途発注です。工事の発注時期については今
後の設計によるものとし、未定です。

「新庁舎と福祉総合センターは、屋根付きの歩廊
（地上１階）で接続すること。」と書かれています
が、接続することによる遡及適用が発生する場合の
改修設計は別途と考えてよろしいでしょうか。

新庁舎建設に伴う既存遡及の改修設計は本業務に含むも
のとします。

執務環境設計技術者の必要資格・実務経験につい
て、「平成23年度以降に従業員300人上のワークプ
レイス設計業務の実務経験」とありますが、実務経
験を確認できる書類としてどのようなものをイメー
ジされているのかご教示ください。

契約書や図面、従事証明書等での確認を考えています。

執務環境設計技術者の必要資格・実務経験につい
て、「平成23年度以降に従業員300人上のワークプ
レイス設計業務の実務経験」とありますが、設計し
たスペースの従業員が300人以上であれば実績とし
て認められると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。
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15 34 4-(7)

16 35
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19 44
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20
補足資料

5 3 (１) f)

設計業務管理技術者、及び建築設計主任技術者以外
の各設計主任技術者については、設計企業又は共同
企業体の構成員、もしくは再委託先の企業と直接的
かつ恒常的な雇用関係にあれば選定可という理解で
よろしかったでしょうか。

お見込みのとおり。

計画通知の申請先は民間の審査機関でも可でしょう
か。

可能です。ただし、民間へ申請した場合の手数料等は契
約金額に含むものとします。

地質調査業務が本業務に含まれていますが、P.20の
構造計画にて「免震構造を基本とし」とあります。
地震波の作成を本業務に含めてもよろしいでしょう
か。

よろしい。

土壌汚染調査が本業務に含まれていますが、地歴調
査の結果、特定有害物質の種類、調査区画の範囲、
試料採取の方法等はご指定いただけるでしょうか。

土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条
例にのっとり環境保全課との協議のうえ決定していくも
のと考えます。

オフィスレイアウト作成業務が本業務に含まれてい
ますが、什器、備品に関する転用計画の際の既存什
器類の寸法や個数のリストは貴市より提供いただけ
ると考えてよろしいでしょうか。

「平成30年度　岸和田市庁舎執務環境等調査業務委託報
告書」は提供可能です。

「ZEBによる環境負荷低減や・・・検討するこ
と。」と記載がありますが、ZEB認証は必須でしょ
うか。またZEB Oriented、ZEB Ready、Nearly ZEB
等の目標は定められているでしょうか。

ZEB認証は必須ではなく、目標も定めておりませんが、
環境負荷低減に配慮した施設を目指します。
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【資料Ｂ－１】【資料Ｂ－２】
計画敷地図、および解体施設位置図のＣＡＤデータを提供い
ただくことは可能でしょうか。

参加表明書提出時に配布予定です。

【資料Ｂ－３】
電気、ガスに関するインフラ資料がございましたら、ご提供
いただけないでしょうか。

質疑１と同じ。

業務委託契約書（案）P.1にて「前払金なし」と書かれていま
す。一方で、約款第２４条にて、一定の条件を満たせば前払
金の請求ができることとなっています。前払金ありと考えて
よろしいでしょうか。

前払いを可能とします。ただし、予算の関係上令和９年４月以降
の支払いとなります。

業務委託契約書（案）第２０条にて業務委託料の変更につい
ては発注者と受注者とが協議して定めるとありますが、人件
費単価の上昇に伴う業務委託料の増額は協議の対象としてい
ただけるでしょうか。

国の動向をふまえて協議の対象に含めるものとします。

評価基準書に「岸和田市新庁舎設計及び施工事業者選定委員
会」が審査するとあります。本件は設計業務に関するプロ
ポーザルですが、選定委員会は従前の選定委員会でなく、設
計業務に関する本プロポーザルのために新たに設けられたも
のと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

資料 A-1 岸和田市新庁舎整備基本計画
ページ4-6
4 新庁舎建設の事業計画　4.5 事業スケジュールについて
令和8年度：基本設計、令和9年度：実施設計、令和10年度：
建設工事とありますが、今回公募されている設計委託業務の
履行期限は2028年12月28日であることから、実施設計完了：
2028年度（令和10年度）内と考えて問題ないでしょうか。ま
た、実施設計完了後から建設工事発注までの想定スケジュー
ルについて、現時点で想定されている目安があればご教示く
ださい。

実施設計の完了は委託期間である令和10年12月28日までとなりま
す。
実施設計完了後から建設工事発注までの想定スケジュールについ
て、現在の予定は令和11年度内できるだけ早期に発注を考えてい
ます。

参加表明書・参加資格確認申請書提出時に提出が必要な「様
式6」は、配置予定設計技術者は設計業務管理技術者、及び建
築設計主任技術者のみ。
その他の各設計主任技術者は契約締結後速やかに選定・通知
するという理解で合っていますでしょうか。

お見込みのとおり。

業務委託契約書（案）に「設計図書」の記載がありますが、
要求水準書と置き換えて考えてよろしいでしょうか。

設計図書は、要求水準書も含めた本プロポーザルに係る質疑回答
の資料及び提案資料等も含まれます。
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